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No. 14   

 

制 度 名 
子育て世帯等臨時特別支援事業（住民税非課税

世帯等に対する臨時特別給付金） 

主管課名 
福祉政策課 

保護 G 

問合せ先 029-301-3164 

目的・趣旨 

「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」（令和３年11月19日閣議決

定）の趣旨を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々

な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、

住民税非課税世帯等に対して、臨時的な措置として実施する。 

〔対象団体〕 

 市町村 

 

 

〔対象事業〕 

 子育て世帯等臨時特別支援事業（住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金） 

 

 

〔補助要件等〕 

 子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金交付要綱による。 

 

 

〔対象経費〕 

 子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金交付要綱による。 

 

 

〔補助限度額等〕 

 対象経費の 10/10  

 

 

〔経費負担割合〕 

 

 

区   分 国 県 市町村 その他 

子育て世帯等臨時特別支援事業（住民税非課

税世帯等に対する臨時特別給付金）支給の直

接事業 

10/10 － － － 

〔４年度当初予算額〕 

 別途補助金所要見込額調による 

〔４年度補助対象団体〕 

水戸市外 43 市町村 

〔備考〕 

 

 


